
諏訪市四賀ソーラー事業（仮称）について、環境影響評価法第 30条第１項の規定に

より、事業者から当該事業を実施しないこととした旨の通知が令和２年６月 26日付け

でありました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業者の氏名及び住所 

  東京都台東区上野三丁目 24番６号  

株式会社 Looop 代表取締役 中村創一郎 

   

２ 環境影響評価の対象事業の名称及び概要 

 (1) 対象事業の名称 

   諏訪市四賀ソーラー事業（仮称） 

 (2) 事業の種類 

   太陽電池発電所事業 

 (3) 規模：対象事業実施区域面積：196.5ha 

      うち太陽光パネル敷設面積：88.6ha 

      調整池面積：2.9ha 

      道路部面積：7.6ha 

      残置森林：97.4ha 

      発電規模（出力）：約 92.3MW 

 (4) 所在地 

   長野県諏訪市四賀 7718番の 40、41、418及び同所 7679番の３、４ 

 

３ 対象事業廃止の理由 

  事業の成立性について総合的に勘案し、対象事業から撤退することとしたため 

（環境影響評価法第 30条第１項第１号に該当） 

 

長野県（環境部）プレスリリース 令和２年（2020 年）６月 26 日 

 

諏訪市四賀ソーラー事業（仮称）の廃止の通知がありました 

環境部 環境政策課 環境審査係 

(課長)真関隆 (担当)井出裕丈 

電話：026-235-7163（直通） 

026-232-0111（代表）内線 2782 

FAX： 026-235-7491 

E-mail kankyo-shinsa@pref.nagano.lg.jp 

資料２ 諏訪市四賀ソーラー事業（仮称）の事業廃止について   



諏訪市四賀ソーラー事業（仮称） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価制度（環境アセスメント制度）の手続の流れ 

凡 例 
 

       必要に応じて実施するもの 

環境影響評価の項目並びに調査、予測及び 

評価の手法について記載したもの。 
方法書等の公告・縦覧 

準備書等の公告・縦覧 

報告書の提出 

確定した評価書等の公告・縦覧 

事業着手（評価書の公告後可能） 

事業完了・供用開始 

説明会 

方法書に対する環境保全の見地からの知事意見 

調査・予測・評価及び対策検討 

各種調査に基づいた事業の環境に及ぼす影響の

予測、保全対策、評価などについてまとめたもの。 

環境保全の見地からの意見を踏まえて、準備書の

内容を再検討し、必要な修正を行ったもの。 

関係市の意見 

準備書に対する環境保全の見地からの知事意見 

関係市の意見 

住民等からの意見 

環境影響評価技術委員会 

住民等からの意見 

公聴会 

事後調査報告書の公告・縦覧 

募集期間：R1.6.28～R1.8.15 

R2.1.10～R2.2.25 

事後調査報告書に対する知事の環境保全措置の要求 

 

諏訪会場：R1.7.11 

茅野会場：R1.7.16 

いまここです！ 

R1.12.21 

縦覧期間：R1.6.28～R1.7.29  

 

環境省 

経済産業省 勧告 

評価書等の作成 

確定通知 
（変更命令） 経済産業省 

経済産業省から確定通知を受けたもの。 

以降の環境影響評価の手続きは行われません 

R2.6.1 

R2.6.26 

対象事業の廃止の通知 

R1.7～ 審議未了 

環境影響評価技術委員会 


